
岩倉市妊婦・産後・乳児健康診査及び新生児聴覚検査実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進並びに異常の

早期発見及び早期治療を図り、並びにＢ型肝炎の母子感染を防止するた

め、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１３条の規定に基づき

実施する妊産婦及び乳児の健康診査（以下「健康診査」という。）並びに

新生児聴覚検査（以下「聴覚検査」という。）について必要な事項を定め

るものとする。 

 （対象者） 

第２条 健康診査は市内に住所を有する妊産婦（以下「妊産婦」という。）

及び乳児（１歳１か月児に満たないものをいう。以下「乳児」という。）

を、聴覚検査は市内に住所を有する新生児（出生後２８日を経過しない

乳児をいう。以下「新生児」という。）を対象とする。 

 （健康診査及び聴覚検査） 

第３条 健康診査及び聴覚検査は、市長が契約した県内の医療機関（以下

「委託医療機関」という。）又は委託医療機関以外の医療機関（助産所を

含む。以下「県外医療機関等」という。）で行うものとする。 

２ 健康診査の回数は、妊婦１人につき１４回（多胎妊婦の場合にあっ

ては、１９回）、産婦１人につき２回、乳児１人につき２回とし、聴覚検

査は、新生児１人につき１回とする。 

３ 健康診査及び聴覚検査の内容は、次の表の左欄の種類に応じ、それ

ぞれ当該中欄の回数ごとに、当該右欄の検査を実施するものとする。 

  

健康診査 

の種類 
回数 検査内容 

(1) 妊 婦 健

康診査 

第１回 基本健診、超音波検査、初回血液検査（Ａ

ＢＯ血液型、Ｒｈ（Ｄ）血液型、末 梢
しょう

血液

一般、血糖、梅毒血清反応（ＳＴＳ）、梅毒

トレポネーマ抗体定性、ＨＢｓ抗原、ＨＣ

Ｖ抗体定性・定量、不規則抗体、ＨＩＶ－



１，２抗体価、ウイルス抗体価（風疹
しん

）） 

第２回 基本健診 

第３回 基本健診 

第４回 基本健診、超音波検査 

第５回 基本健診 

第６回 基本健診 

第７回 基本健診 

第８回 

基本健診、超音波検査、血算、血糖、ＨＴ

ＬＶ－１抗体検査、性器クラミジア感染検

査 

第９回 基本健診 

第 10 回 
基本健診、ＧＢＳ検査（子宮頸

けい

管の細菌検

査） 

第 11 回 基本健診 

第 12 回 基本健診、超音波検査、血算 

第 13 回 基本健診 

第 14 回 基本健診 

多胎分

(５回分) 

基本健診 

子宮頸が

ん 

子宮頸がん検査 

(2) 産 後 健

康診査 

 

 

第１回 
基本健診、メンタルチェック（育児ノイロ

ーゼ、産後うつ状態のチェック） 

第２回 
基本健診、メンタルチェック（育児ノイロ

ーゼ、産後うつ状態のチェック） 

(3) 新 生 児

聴覚検査 
新生児 

聴覚検査（（自動）聴性誘発反応検査又は（自

動）耳音響放射検査） 

(4) 乳児健

康診査 

第１回 一般診察 

第２回 一般診察 

備考 １ 妊婦健康診査のうち「基本健診」とは、健康状態の把握



並びに子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査（糖及び蛋
たん

白）、

体重及び身長（１回目のみ）の検査並びに保健指導（食

事指導、生活指導、保健及び福祉サービスの支援）をい

う。 

２ 産後健康診査のうち「基本健診」とは、産後の健康状態

の把握並びに子宮復古、悪露、血圧、尿（糖及び蛋白）、

体重及び乳房の状態の検査並びに授乳状況の把握（母乳、

人工乳、混合栄養、ビタミンＫ及びビタミンＤの補充説

明）をいう。 

 （受診票） 

第４条 市長は、妊娠の届出があった者に対し、次の各号に掲げる受診票

の区分に応じ、当該各号に定める枚数を交付する。ただし、第２号に掲

げる受診票は、多胎妊婦に限り交付する。 

(1) 妊婦健康診査受診票第１回から第１４回まで（様式第１から様式第

１４まで） 各１枚 

(2) 妊婦健康診査受診票多胎分（様式第１４の２） ５枚 

(3) 妊婦健康診査受診票子宮頸がん（様式第１５） １枚 

(4) 産後健康診査受診票第１回及び第２回（様式第１６及び様式第１６

の２） 各１枚 

(5) 新生児聴覚検査受診票（様式第１７） １枚 

(6) 乳児健康診査受診票第１回及び第２回（様式第１８及び様式第１９） 

各１枚 

２ 他の市区町村において妊娠の届出をした後に市内に住所を移し、本市

において健康診査を受けたことがない者は、前項の受診票の交付を受け

ようとするときは、妊婦・産後・乳児健康診査及び新生児聴覚検査受診

票等交付（再交付）申請書（様式第２０）を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を確認し、適当と認め

るときは、第１項の受診票を交付するものとする。この場合において、

前項の申請をした者が転入前の住所地の市区町村において公費により受

けた健康診査があるときは、当該健康診査に該当する健康診査の受診票

を除いて交付するものとする。 



４ 市長は、受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。 

５ 受診票を毀損し、又は紛失した者は、受診票の再交付を受けようとす

るときは、妊婦・産後・乳児健康診査及び新生児聴覚検査受診票等交付

（再交付）申請書を市長に提出しなければならない。 

６ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を確認し、適当と認め

るときは、再交付する受診票の欄外に「再交付」と朱書した上で、当該

受診票を交付するものとする。 

 （受診票の有効期間） 

第５条 受診票の有効期間は、妊婦健康診査については交付の日から分娩

の前日までとし、産後健康診査については産後８週以内とし、聴覚検査に

ついては生後４週間までとし、乳児健康診査については出生の日から１歳

１か月に達する日の前日までとする。 

（受診） 

第６条 受診者は、愛知県内の委託医療機関又は県外医療機関等に受診票

を提出して健康診査を受けるものとする。 

 （健康診査の実施） 

第７条 委託医療機関又は県外医療機関等は、前条の規定により受診票の

提出を受けたときは、受診者の住所地を確認した上で、健康診査を行う

ものとする。 

 （費用の請求） 

第８条 委託医療機関が健康診査を行った場合の当該健康診査に要した費

用の請求は、健康診査の結果の報告とともに各月分をまとめて、翌月の

１０日までに妊婦・産後・乳児健康診査及び新生児聴覚検査費請求書（様

式第２１）を愛知県国民健康保険団体連合会に提出することにより行う

ものとする。 

２ 前項の規定により委託医療機関が市長に請求できる額は、岩倉市と一

般社団法人岩倉市医師会との間で締結した契約書に基づく委託料の単価

及び岩倉市と公益社団法人愛知県医師会との間で締結した契約書に基づ

く委託料の単価（第５項において「委託料の単価」と総称する。）とする。 

３ 市長は、委託医療機関から第１項の規定に基づく費用の請求があった

ときは、その内容を審査し、請求のあった月の翌月末日（「電子情報処理

組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」（令和３年１２月

３日付け保連発１２０３第１号）における「保険医療機関又は保険薬局



に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」に定

める診療報酬の請求に当たり、電子情報処理組織等を使用する場合の届

出を行った保険医療機関又は保険薬局については、原則として請求のあ

った月の翌月２０日）までに支払うものとする。 

４ 県外医療機関等で健康診査又は聴覚検査を受診した者は、当該健康診

査又は聴覚検査に要した費用を直接その医療機関に支払い、健康診査又

は聴覚検査終了後、その結果の報告とともに妊婦・産後・乳児健康診査

及び新生児聴覚検査県外医療機関等受診請求書（様式第２２）に当該医

療機関の領収書を添えて、市長に提出するものとする。 

５ 前項の規定により県外医療機関等で健康診査又は聴覚検査を受診した

者が請求できる費用は、委託医療機関の委託項目に該当する健康診査又

は聴覚検査の項目とし、その額は、委託料の単価の範囲内とする。 

６ 市長は、県外医療機関等で健康診査又は聴覚検査を受診した者から第

４項の規定に基づく請求があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、速やかに支払うものとする。 

（事後指導） 

第９条 委託医療機関及び県外医療機関等（以下「委託医療機関等」とい

う。）は、梅毒血清反応（ＳＴＳ）陽性、梅毒トレポネーマ抗体定性陽性、

ＨＢｓ抗原陽性、ＨＣＶ抗体陽性、ＨＩＶ抗体陽性又はＨＴＬＶ－１抗

体陽性と判明した妊婦に対して、梅毒、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、ＨＩＶ又

はＡＴＬの母子感染の防止に必要な事項について適切な保健指導を行う

ものとする。 

２ 市長は、健康診査及び聴覚検査の結果に基づき、妊産婦及び乳児の保

護者に対して必要に応じて保健指導を行うものとする。 

 （秘密の保持及び目的外使用の禁止） 

第１０条 委託医療機関等、岩倉市その他本事業の関係者は、健康診査及

び聴覚検査の対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業に

より知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。 

 （雑則） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 



この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年２月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日において、現にこの要領による改正前の第３条

第３項の規定による第８回の健康診査を受診済の者についての第 

１０回の健康診査の受診については、平成２４年３月３１日までの間

は、改正前の同項の規定による第１０回の健康診査を受診することが

できる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の日において、現にこの要領による改正前の第３条

第３項の規定による第８回及び第１０回の健康診査受診票を交付済

の者についての第８回及び第１０回の健康診査の受診については、平

成２５年３月３１日までの間は、改正前の同項の規定による第８回及

び第１０回の健康診査を受診することができる。 

 附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 


